
 

 

（別紙１）

廿日市市市民課窓口関連業務委託仕様書 

 

１　業務名 

廿日市市市民課窓口関連業務 

 

２　目的 

　　市民課窓口業務及び関連業務について、専門的知識・技術・経験を有する民間事業者に委

託することにより、市民サービスの質の向上と行政コストの節減を図ることを目的とする。 

 

３　業務履行期間 

　　令和９年２月１日から令和１２年１月３１日まで（３年） 

　　※　委託締結の日の翌日から業務開始日の前日（令和９年１月３１日）までを準備期間と

する。 

 

４　業務場所 

廿日市市役所市民課（廿日市市下平良一丁目１１番１号） 

 

５　業務時間等 

 (1)　業務時間 

　　　午前８時３０分から午後５時１５分までとする。ただし、始業準備に要する時間及び業

務状況による業務終了の延長時間も業務時間に含める。 

 (2)　業務実施日 

　　　土曜日、日曜日、年末年始及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日を除く日及び臨時窓口実施日 

 (3)　臨時窓口実施日 

　　ア　年度末及び年度始めの土曜日の２日程度 

　　イ　旅券交付のため、週１回１時間程度（事前に時間外受取希望があった場合のみ） 

　　ウ　個人番号カード等の交付のため、土曜日（アを除く。）、日曜日及び祝日に年１５日

程度 

 (4)　その他 

　　ア　開庁時間までに受付準備（端末の準備、金銭の準備、各種連絡調整等）を完了するこ

と。なお、受付準備中に市民対応が必要な場合は、臨機に対応すること。 

　　イ　業務時間内に受け付けた案件は、原則、全て当日中に対応すること。 

　　ウ　業務整理の完了（端末の終了、金銭の保管、各種連絡調整等）をもって業務終了とす

ること。なお、開庁時間終了時点で窓口に利用者がいる場合は、当該利用者への対応が

終了するまで業務を行うこと。 

　※　上記以外で業務を行う場合は、あらかじめ廿日市市（以下「発注者」という。）と本業

務を受託する者（以下「受注者」という。）双方で協議することとする。 
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６　業務内容及び年間処理見込件数 

　　業務内容及び年間処理見込件数は、次のとおりとする。ただし、交付決定など判断を要す

る部分や公権力の行使に該当する部分については対象外とする。 

 (1)　証明交付業務 

　　備考　項番６の件数は、項番１から項番５までの合計件数に含まれる。 

 

 (2)　住民基本台帳関連業務 

　　備考　項番７についての入力作業は、発注者職員が行う。 

 

 (3)　戸籍届出関連業務 

 項番 業務の内容 年間件数

 １ 戸籍謄本、戸籍抄本その他戸籍証明書の受付から交付までの一連の業

務

33,500

 ２ 戸籍の附票の写し等の受付から交付までの一連の業務 5,500

 ３ 住民票の写し、住民票記載事項証明書等の受付から交付までの一連の

業務

25,000

 ４ 印鑑登録証明書の受付から交付までの一連の業務 12,000

 ５ 身分証明書、不在住・不在籍証明書、住居表示証明書その他諸証明の

受付から交付までの一連の業務

1,200

 ６ 郵送請求等（証明発行、転出届等）の受付から投函までの一連の業務 12,000

 項番 業務の内容 年間件数

 １ 住民異動届（外国人住民に係る各種届を含む。）の受付から入力まで

の一連の業務

11,000

 ２ 戸籍の届出に基づく入力業務 3,000

 ３ 転入通知に基づく入力業務 4,000

 ４ 住民基本台帳法第９条２項通知その他の通知に基づく入力業務 1,500

 ５ 戸籍附票の入力業務（戸籍の附票記載事項通知及び附票連携等） 10,000

 ６ 住民基本台帳閲覧に関する業務（受付及び閲覧対応等） 500

 ７ 住民基本台帳閲覧制限に関する業務（受付･案内及び電話照会等） 100

 項番 業務の内容 年間件数

 １ 戸籍届の受付等業務（本人確認、戸籍法等の定めに従い必要な要件を

満たしているか及び必要な書類が添付されているかどうかの確認、記

載漏れの有無等の確認、不備に係る補正の求めその他の受付に関する

業務並びに職員による受理決定後の説明を行う業務をいい、事前相談

を含む。）

3,000

 ２ 戸籍届の他市区町村等からの通知（送信）分（郵送による送付分を含

む。）の収受・仕分け業務

2,000 
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備考 

　１　項番６中本人確認通知発送準備は約 500、送達確認はがき消し込み処理は返送があ

った場合のみ（現在はほぼなし） 

　２　項番７中届書並べ替え及び届書編綴は約 3,000 

 

 (4)　個人番号関連業務 

　　備考　項番３及び項番４については、統合端末による作業を除く。 

 

（5）特定在留カード及び特定特別永住者証明書関連業務 

 ３ 戸籍届出（申出等を含む。）に係る保留設定及び異動予約並びに戸籍

届等の内容確認（副本参照による異動処理状況、注意喚起区分、不受

理申出の有無等の確認、関係帳票の出力、記載内容の補正又は確認の

ための電話照会その他戸籍届の内容の確認のために必要な業務をい

う。）に関する業務（支所受付分の一部、休日・夜間受領分及び他市

町村等からの通知（送信）分（郵送による送付分を含む。）の届書を

含む。）

5,000 

電話照会

及び内容

確認は

3,000 

 

 ４ 死亡届の入力業務 1,400

 ５ 届書及び添付書類の届書等情報の作成及び登録に関する業務（送信は

行わない。）

3,000 

 ６ 戸籍届に付随する業務（附票チェック、本人確認通知発送準備、送達確

認はがき消し込み入力、申入書の受付等）※１

届出件数 

に準ずる。

 ７ 届書等の保存に係る準備に関する業務（届書並べ替え、リストとの照合、

届書編綴など）※２

5,000 

 ８ 本籍地証明書交付サービスの申請状況確認、一次審査（申請内容の確認、

ひも付けに係る振り分けなど）及び申請内容に疑義がある者への連絡に

関する業務

1,500

 項番 業務の内容 年間件数

 １ 個人番号カード等の交付等（審査用帳票打ち出しを含む。）の受付に

関する業務

10,000

 ２ 個人番号カード等の交付前設定に係る統合端末操作に関する業務 10,000

 ３ 個人番号、通知カード及び個人番号カードに関する各申請受付・案内、

マイナポータル対応その他の一連の業務

500

 ４ 個人番号カード用電子証明書の受付から交付までの一連の業務 25,000

 ５ 個人番号カードの券面記載に関する業務 4,000

 項番 業務の内容 年間件数

 １ 特定在留カード及び特定特別永住者証明書の交付等（審査用帳票打ち

出しを含む。）の受付に関する業務

800
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　　備考　項番３及び項番４については、統合端末による作業を除く。 

 

 (6)　(1)から(5)まで以外の個別業務 

　　備考　 

１　項番５の件数は、(3)の項番４の件数に含まれる。 

　　　２　項番６中交付件数のうち臨時窓口に係る交付件数は 10 件 

 

 (7)　共通業務 

 ２ 特定在留カード及び特定特別永住者証明書の交付前設定に係る統合端

末操作に関する業務

800

 ３ 特定在留カード及び特定特別永住者証明書に関する各申請受付・案内、

マイナポータル対応その他の一連の業務

40

 ４ 特定在留カード及び特定特別永住者証明書用電子証明書の受付から交

付までの一連の業務

800

 ５ 特定在留カード及び特定特別永住者証明書の券面記載に関する業務 320

 項番 業務の内容 年間件数

 １ 【印鑑登録関連業務】印鑑登録に関する業務 2,500

 ２ 【住居表示関連業務】住居表示新築届等に関する業務（受付及び通知

書・住居表示板交付）

100

 ３ 【自動車臨時運行許可関連業務】自動車臨時運行許可申請に関する業務 400

 ４ 【特別永住者関連業務】特別永住許可申請の受付に関する業務及び特

別永住者証明書に関する受付から交付までの一連の業務

20

 ５ 【埋火葬許可関連業務】埋火葬許可に係る申請の受付から交付までの

一連の業務

900

 ６ 【死産届関連業務】死産届の受付及びこれに付随する業務 20

 ７ 【旅券関連業務】一般旅券発給申請（オンライン申請を含む。）の受

付及び一次審査並びに交付に係る業務（問合せ対応、不備がある場合

の申請者等への説明及び修正依頼、広島県への申請書等の送付、旅券

の交付の事前審査その他一般旅券発給に関連する業務を含む。）

申請 

3,100 

交付 

3,100

 項番 業務の内容 年間件数

 １ 市役所総合案内に関する業務（来庁者への案内、関係課取次ぎ等） 22,000

 ２ 電話対応、取次ぎ等に関する業務 －

 ３ 関係部署との連絡調整及び支所への電話等連携業務（委託業務範囲内） －

 ４ 各種証明書、許可証等の交付及び手数料等の徴収・収納に係る一連の

業務（釣り銭の準備を含む。）

交付件数 

に準ずる。

 ５ 郵便物の収受・仕分け・投函に関する業務 －

 ６ 窓口の始業及び終業に関する業務（番号案内表示機・受付番号発券機 －
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 (8)　ＰＯＳシステム及び自動釣銭機等の調達等 

　　　手数料徴収の効率化を図るため、会計処理、売上げデータの記録・集計・分析などが可

能なＰＯＳシステムを導入する。 

ＰＯＳシステム用の機器一式を調達し、履行期間中の手数料及び釣銭の現金管理を同シ

ステムで行う。市民課窓口では２か所（証明窓口用・届出窓口用）で料金の徴収を行うた

め、２か所に同システムを設置する。 

ＰＯＳシステム導入に当たっては、調達する機器類は全て新品とし、市と協議の上決定

すること。 

　　ア　調達する機器類 

　　 (ｱ)　ＰＯＳシステム（タブレット端末）　２台 

　　受託者が操作するためのＰＯＳレジ機能を有する端末とし、自動釣銭機、レシート

プリンタ等の構成機器と連動するものとする。 

ディスプレイのサイズは１０インチ以上とする。 

(ｲ)　カスタマー用ディスプレイ　２台 

来庁者が手数料の種別、料金の明細、釣銭等を確認するためのディスプレイとする。 

ディスプレイのサイズは１０インチ以上とする。 

(ｳ)　自動釣銭機　２台 

　　　　　売上金と釣銭を自動仕分けできる機能を有すること。 

 (ｴ)　レシートプリンタ　２台 

 (ｵ)　無線ＬＡＮルーター　１台又は２台 

　　　接続環境を受注者で確認の上調達すること。 

(ｶ)　機器設置用部品及び付属品一式 

(ｱ)から(ｵ)までの機器類の接続、設置及び運用に必要な機器、付属品及び消耗品 

　　イ　設置作業 

　　　　調達した機器類を市が指定する場所に設置し、運用できる状態にする。 

ウ　市職員への操作説明及びマニュアルの提出 

　　　　運用開始までに市職員に対し機器類の操作方法についての説明を行うこと。 

　　　　また、操作マニュアルを作成し、提出すること。 

　　エ　運用保守 

　　　　履行期間中は、常に安定的に稼働できるよう保守を行うこと。期間中の運用（ＰＯＳ

システム利用料、通信費等）及び保守等に係る費用については、委託料に含めて積算す

ること。 

 の維持管理を含む。）

 ７ コピーサービスに関する業務 500

 ８ 拾得物・遺失物に関する業務 50

 ９ 業務終了後の書類の整理・保管準備、手数料集計表等の作成その他市

民課窓口業務に関連する業務

－
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故障その他事故等があった場合は、受託者の責任において速やかに対処することとし、

機器の修理等に時間を要する場合は、代替機を用意すること。 

　　　　調達した機器類は設置時をもって市に帰属するため、善良な管理者の注意をもって適

切に扱うこと。　　 

　　オ　その他　　　　　　 

　　　　ＰＯＳシステム及び自動釣銭機等の調達に関して、この仕様書に定めのないことにつ

いては、契約候補者決定後、市と協議の上決定する。 

 

７　遵守すべき主な法令等 

 (1)　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号） 

 (2)　戸籍法（昭和２２年法律第２２４号） 

 (3)　旅券法（昭和２６年法律第２６７号） 

 (4)　行政手続法（平成５年法律８８号） 

 (5)　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年

法律第２７号） 

 (6)　個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

 (7)　労働基準法（昭和２２年法律第４９号） 

 (8)　その他市民課窓口関連業務に際して必要な法令、通達等 

 

８　本業務に求められる履行水準 

 (1)　基本的な考え方 

　　　窓口業務を通じて、利用者に適切なサービスを提供すること及び市民サービスの向上と

効率的な業務運営を基本的な方針として、本業務に求められる履行水準は、次のとおりと

する。 

 (2)　履行水準　 

ア　定性的項目 

 評価項目 履行水準（チェック項目）

 適切な人員体制 事業実施に必要な人員・体制が確保されているか。

 責任体制の確立 従事者への管理監督体制・責任体制が確保されているか。

 人材育成 従事者への十分な研修や情報提供などが行われているか。 

発注者の職員へ直接エスカレーションが行われていないか。

 安全管理体制 事故の未然防止の取組が行われているか。 

事故発生時の対応マニュアル・緊急連絡体制が整備されてい

るか。従事者への教育・訓練が行われているか。

 個人情報保護、情報

セキュリティ、法令

遵守体制

守秘義務、個人情報保護、情報セキュリティ、法令遵守に対

する対応が行われているか。
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イ　定量的項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)　履行状況の確認の実施 

発注者は、受注者に対し、履行した内容について業務の中途で報告を求め、本仕様書に

示す履行水準の達成状況を定性的、定量的に確認するものとする。 

ア　定期確認 

　　　　受注者は、各項目ごとの履行状況について、「自己点検シート」を作成し、発注者に

提出する。発注者は、提出された「自己点検シート」に基づき、実施の確認を行い、業

務実施状況及び履行水準について評価を行う。 

イ　満たすべき履行水準に達しない場合の勧告等 

　　　　上記で定められた水準に達しない場合、発注者は受注者に対し原因の分析、課題の抽

出、改善策の提案・実施等必要な改善措置を講じるよう勧告することができる。 

 市民サービス 親切かつ迅速な対応が行われているか。 

公平なサービス提供及び応対が行われているか。 

身だしなみや言葉遣いが適切であるか。

 業務の実施状況 各業務が遅滞なく適切に行われているか。来庁者の利便性向

上に向けた取組が行われているか。来庁者のクレームや要望

に対する対処は適正に行われているか。発注者の職員へ頻繁

にエスカレーションしていないか。 

各種マニュアルが適正に整備されているか。

 創意工夫 業務に関する受注者による創意工夫が行われているか。

 評価項目 履行水準 計算方法、確認方法等

 市民満足度 ８０％以上（年次） 利用者アンケートの満足度調査各項目

の総回答数に占める肯定的回答の割合

 業務処理誤り率 各業務１％未満（月次） 各業務の総件数に占める受注者の過失

による処理誤りの割合

 改善提案件数 年２回以上（年次） 本委託業務遂行上の業務改善提案数 

提案には、発注者の職員との連携が必

要なものも可とする。 

なお、発注者による業務改善措置の勧

告に対応する業務改善報告について

は、対象外とする。業務改善提案につ

いては、その改善結果を発注者に報告

すること。

 苦情引継件数 各業務１％未満（月次） 受注者での対応が困難になり、発注者

に引き継いだ苦情件数の各業務の総件

数に占める割合
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　　　　受注者は、発注者から勧告を受けた場合は直ちに改善措置を講じるとともに、その結

果について書面で報告しなければならない。なお、改善措置を講じる際に生じた各種費

用は受注者の負担とする。 

 (4)　制度改正、組織変更等に伴う仕様の変更 

委託業務の内容において、制度改正や取扱方法等の変更（関係規定の改正や発注者側の

制度の見直し等による取扱いの変更、業務システム等の導入等）や組織変更等により仕様

の変更が生じる場合は、発注者及び受注者双方で協議の上、対応措置について決定する。 

　　　なお、「６　業務内容及び参考年間処理件数」の各表に示す件数は、実際の業務の件数

を保証するものではなく、あくまで参考数値であり、申請者数の増加や事務手順の改定等

により業務件数の増加が生じることがあっても、原則、受注者において対応するものとす

るが、制度改正等により業務量が著しく増加する場合や、窓口サービスを取り巻く環境の

変化に伴い、今後、契約締結時に見込んでいない新たな業務を実施する場合などには、発

注者及び受注者双方で協議の上、契約内容の変更を行う場合がある。業務量が著しく減少

する場合も、同様とする。 

 (5)　委託業務の表示等 

　　　受注者は、業務を実施する場所において、利用者に対し、当該業務が発注者の委託を受

けて実施されている旨を明らかにする表示をすること。 

 (6)　セルフモニタリングの実施 

　　　利用者の意見を把握し、利用者へのサービスを向上させるため、アンケート等を活用し

て、窓口利用者のモニタリングを毎年度実施するものとする。 

 (7)　適用除外 

　　　地震等の災害その他受注者の責めに帰さない事由（発注者が認める場合に限る。）は、

本仕様書に定める義務の履行の適用除外とする。 

 

９　業務履行の留意事項 

　　受注者は、次の留意事項に基づいて業務を遂行すること。 

 (1)　円滑な業務の移行 

　　　本業務の混乱を招かないよう委託業務開始までの間に要員確保や体制構築をはじめとし

た業務設計、要員教育等を行い、業務の円滑な移行を実現すること。 

 (2)　民間のノウハウを活用した効率的・効果的な運営 

　　　効率的な運営手法、顧客対応スキルその他受注者が有するノウハウを最大限に活用し、

効率的・効果的な業務運営を実現するとともに、常に事務の改善・改革を推進し、制度の

変更や業務の拡大に柔軟に対応できる運営体制を整備すること。 

 (3)　市民サービスの質の向上 

　　　市民からの信頼を損なわないよう、常に適切かつ丁寧に対応するとともに、必要がある

場合には、速やかに発注者の職員に引き継ぎ、円滑な連携を図ること。 

 (4)　個人情報保護の徹底 

　　　本業務は、個人情報を厳格な管理の上で取り扱うことが必要な業務であり、受注者は本



 

 

- 9 - 

業務の実施に当たって、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）、行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第

２７号）その他関連法令等を遵守するとともに、全ての情報について厳格に管理できる体

制を整備し、期間中又は契約終了後であっても当該情報を第三者に漏らしてはならない。

個人情報の取扱いについては、別記１「個人情報取扱特記事項」及び別記２「情報セキュ

リティに関する特記事項」によるものとする。 

 (5)　履行状況の確認と品質の向上 

　　　(1)から(4)までの基本的な考え方のもと、効率的・効果的かつ適切に業務を遂行するた

め、受注者は、定期的な自己検査を行い、常に業務の質の向上に努めること。また、発注

者が実施する履行状況の確認に対して協力すること。 

 (6)　トラブルへの対応 

ア　本業務を遂行するに当たり、トラブル及びイレギュラーなケースが発生したときは、

責任を持って対処するとともに、遅滞なく発注者へ報告すること。また、内容に応じ、

対応を適宜発注者へ引き継ぐこと。 

イ　苦情等については、現状分析と解決策を講じ発注者へ報告すること。 

 

１０　業務体制、人員配置等 

 (1)　業務従事者 

　　ア　本業務に従事する者は、発注者の信用を失墜するような行為を行ってはならない。 

　　イ　業務量の変動に応じた適正な要員配置を行い、効率的かつ効果的な運営が可能な体制

を整備すること。特に、業務運営開始当初や繁忙期・休日明けの開庁日・繁忙時間帯に

ついては、業務従事者（以下「従事者」という。）の業務習熟度等を勘案し、十分な体

制を構築すること。 

　　ウ　受注者は、「業務従事者名簿」を作成し、発注者にすること。 

　　エ　受注者は、本業務を遂行するための適切な能力を有した人員（事務の経験がある者等）

を確保すること。また、外国人の市民への応対もできるような体制を構築すること。 

 (2)　業務責任者の配置 

　　ア　受注者は、本業務を円滑に遂行するため、業務責任者を指定し、発注者に届け出るこ

と。 

　　イ　業務責任者は、常に発注者と連絡が取れる体制にすること。 

　　ウ　業務責任者は、日常の業務に関する発注者との交渉等の権限並びに受託業務内容、業

務システムの仕様及び操作について十分な知識や経験を有し、従事者を指揮・監督して

円滑に本業務を遂行できる者とすること。なお、これらの能力は、同一人が保有する必

要はない。 

 (3)　副業務責任者の配置 

　　ア　受注者は、業務責任者が休暇等により不在又は事故にあるときにその任務に当たらせ

るための副業務責任者を指定し、発注者に届け出ること。 

　　イ　副業務責任者は、業務責任者と同程度のスキルを有し、従事者を指揮・監督して円滑
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に本業務を遂行できる者とすること。 

 (4)　突発的な欠員への対応 

　　　欠員が生じた場合も、交代要員を配置する等、本業務の遂行に支障を来すことなく、円

滑な業務の遂行に努めること。 

 (5)　届出事項の変更 

　　　受注者は、次に該当する事項が生じるときは、事前に発注者へ通知するとともに、速や

かに必要な届出をすること。 

　　ア　受注者の名称、所在地、電話番号、代表者、業務責任者、副業務責任者等に変更があ

ったとき。 

　　イ　アに定める事項のほか、委託業務の履行上、必要があると認められたとき。 

 (6)　業務執行計画書の提出 

　　　受注者は、委託業務を遂行するに当たり、年次、月次等の「業務執行計画書」を作成し、

あらかじめ発注者に提出して承認を得ること。事務の遂行状況等により「業務執行計画書」

に変更が生じる場合は、速やかに発注者に報告を行うとともに、訂正した「業務執行計画

書」を提出し、承認を得ること。 

 (7)　業務実施報告書の提出 

　　　受注者は、委託業務を履行するに当たり、課題とその改善策、課題事項に対する対応状

況等を記載した業務日報、業務月報及び年間報告書を作成し、発注者に提出して承認を得

ること。 

 (8)　検査の実施 

　　　発注者は、受注者の業務に関する帳簿、書類等について、定期に検査を行うものとする。

また、発注者は、必要と認める場合に、臨時に検査を行うことができるものとする。 

 (9)　連絡調整会議等の開催 

　　　発注者と受注者は、円滑な業務の遂行のため、少なくとも月に１回、本業務委託に係る

連絡調整会議を開催して情報を共有し、双方の協力の下、課題の解決や業務の改善改革を

行うとともに、必要に応じて、随時連絡調整、打合せ等を実施すること。この場合におい

て、受注者は、会議内容等の議事録を作成し、速やかに発注者へ提出すること。 

 (10) 業務専念義務 

　　　受注者は、委託業務の履行中他の営業行為に類することをしてはならない。 

 (11) 秘密の保持 

　　　受注者は、委託業務の履行に際し、知り得た事項等を第三者に一切漏らしてはならない。

この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 (12) 研修の実施 

　　　受注者は、定期的に業務の履行に必要な知識の習得、接遇、法令遵守、秘密情報の取扱

い及び危機管理に関する研修を行い、常に従事者の能力向上に努めること。研修を実施す

る場合は、事前に「研修実施計画書」を発注者に提出するとともに、研修後速やかに実施

結果について「研修実施報告書」を提出するものとする。 

 (13) 事故報告 
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　　　受注者は、正常な業務運営に支障を来し、又は支障を来すおそれのある事故等が発生し

たときは、速やかに発注者に口頭・書面により報告するとともに、発生年月日・時刻、内

容、対応、原因の分析、今後における防止策等を記載した「事故報告書」を提出すること。

なお、「事故」には、情報漏えい、公金の紛失等、実際に人身や施設、設備等の損害とな

って現れなかったものも含むものとする。 

 (14) 委託料の請求及び支払方法 

　　ア　委託料の支払回数は、発注者と協議の上、決定する。 

　　イ　受注者は、発注者の検査完了後、速やかに発注者へ請求書を提出するものとする。 

　　ウ　発注者は、請求を受けた日から３０日以内に受注者へ支払うものとする。 

 (15) 非常時の対応 

　　　大規模災害発生時等における業務継続計画（ＢＣＰ）を作成し、業務実施体制及び指揮

命令系統を平常時から確立するとともに、発注者から要請があった場合は、速やかに対応

しなければならない。業務場所、業務時間及び業務内容については、発注者が決定し指定

する。 

 (16) 非常時の対応に係る費用負担 

　　　非常時の対応に関して追加の費用が生じる場合には、発注者及び受注者双方が協議し、

委託料とは別にこれを決定する。 

 

１１　従事者の服務等 

　　従事者は、次の条件を前提として業務を行うこと。 

 (1)　守秘義務及び資料の複製等の禁止 

　　　本業務に関して知り得た情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しないこと。本業

務を退いた後も、同様とする。 

 (2)　指揮命令等 

　　　本業務における従事者への指揮、命令、管理及び監督並びに育成は、受注者が責任を持

って実行し、従事者はそれに従うこと。 

 (3)　信用失墜行為の禁止 

本業務を遂行するに当たっては、公務を執り行っていることを十分認識し、身だしなみ、

言葉遣い等に注意し、迅速丁寧な対応を心掛け、発注者の信用を失墜する行為をしないこ

と。 

 (4)　資料等の適正な管理 

　　　発注者から提供を受けた本業務に関する資料、帳票等は、適性かつ厳重に管理すること。 

 (5)　従事者の服装等 

　　　業務中は、業務に適した服装及び名札を常に着用するとともに、身分証明書を携帯する

こと。 

 (6)　関係法令の遵守 

　　　受注者及び従事者は、関係法令を遵守すること。 
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１２　貸与する設備機器等 

　　本業務を実施するため、次のとおり設備機器等を貸与する。なお、受注者は、市が貸与す

るものを使用又は利用する場合は、善良なる管理者の注意義務をもって使用又は利用するも

のとし、それらを破損等させた場合には、受注者の負担により補充又は損害を賠償するもの

とする。 

 (1)　貸与する業務システム機器等 

　　　本業務において利用する業務システムや機器は、次の表に掲げるとおりとし、委託期間

中、原則として受注者に供用する。なお、業務システムや機器については、委託業務上必

要な場合に限定して使用することとし、目的外の使用や指定場所以外への持ち出しを禁止

するとともに、適切に取り扱うこと。 

備考 

　１　業務システムを使用するに当たり、システム事業者とプログラムやシステム設計書

等の知的財産権の使用に係る覚書を別途締結する場合がある。 

　２　発注者は、端末の操作など従事者が使用する必要がある場合に、従事者一人につき、

ＩＣカードを１枚貸与することとする。ＩＣカードの貸与に当たっては、必要数等を

記載した受注者からの書面による利用申請に基づき貸与した上で、受注者が管理する。

なお、受注者は、貸与されたＩＣカードを他人に貸与させ、又はパスワード等を漏え

いしないよう管理しなければならない。 

　３　業務端末の保守については、発注者が行うものとするが、障害等が生じた場合、そ

の障害等が受注者の故意又は重大な過失による場合は、その損害相当分の費用につい

ては受注者の負担とする。  

　４　受注者の責任により端末機等を滅失、毀損等した場合は、損害を発注者に賠償する

 項番 機　器　等 数量等 備　考

 １ 総合行政情報システム端末（申請管理システム含む。） ９台

 ２ 戸籍総合システム端末 ６台

 ３ 地理情報システム端末（ＧＩＳ） １台

 ４ 統合端末 １台

 ５ プリンター ７台

 ６ スキャナー １台

 ７ 受付番号発券機 一式 共用

 ８ 番号案内表示機、個別表示機 一式 共用

 ９ 旅券交付システム 一式２セット

 １０ 旅券発給管理システム用端末機 ２台

 １１ マイナポータル用端末機 １台 共用

 １２ 券面プリントシステム ３台 共用

 １３ らくらく窓口証明書交付システム １台

 １４ マイナピット（電子証明書更新申請書作成システム） ２台
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ものとする。ＩＣカードを滅失、毀損、紛失等した場合も、同様とする。 

　５　システム障害等により端末機が使用できない場合は、発注者と協議し、発注者の指

示に従って対処するものとする。 

　６　一般的な事務用パソコン及び事務用プリンターについては、発注者からの提供は行

わない。なお、受注者が用意する事務用パソコンについては、発注者のネットワーク

回線への接続は不可とし、また、ＵＳＢメモリ等の持出しが可能な記録媒体の利用も

原則として不可とする。受注者が用意するパソコンで、従事者に係る個人情報で労務

管理上必要なものを除き、個人情報を扱うことを禁止する。 

　７　機器の持込みに当たっては、利用目的を明確にした上で情報管理の対策を徹底する

ものとし、事前に内容を発注者に報告の上、承認を得ること。また、適正な利用がさ

れているかの確認を定期的に行い、発注者へ報告するとともに、必要に応じて、発注

者による利用状況の確認を受けること。 

 (2)　貸与する物品等 

 (3)　受注者が用意する機器等 

　　ア　ＰＯＳシステム用の機器一式（設置後は市に帰属）　 

　　イ　受注者が雇用する従事者等の消耗品等（名札、制服、腕章、福利厚生関連品等） 

　　ウ　業務で直接使用するパソコン、プリンター、小型耐火金庫、手提げ金庫、文具等の物

品、レジペーパー等の消耗品など 

　　※　小型耐火金庫及び手提げ金庫は、徴収手数料等保管用 

 

１３　事前準備 

 (1)　打合せの実施 

　　　受注者は、業務開始日までに発注者と定期的に打合せを実施し、各準備作業についてそ

 項番 機　器　等 数量等 備　考

 １ 事務用机 １７台程度 端末用を含む。

 ２ 事務用椅子 ２０脚程度

 ３ カウンター、カウンター用椅子（窓口用） １２人分程度 共用

 ４ 電話機 ８台

 ５ 契印機 ２台 共用

 ６  ＰＯＳシステム用の機器一式 一式２セット

 ７ シュレッダー 共用

 ８ 印刷機 共用

 ９ 更衣室、休憩室 共用

 １０ コピー機、ＦＡＸ 共用

 １１ 書類等を納める書棚等 共用

 １２ 発注者指定の申請書用紙類 共用

 １３ 偽造防止用紙、コピー用紙、プリンタートナー 共用
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の進捗状況を報告し、打合せ後速やかに議事録を作成し発注者に提出すること。 

 (2)　業務準備計画書の作成 

　　　受注者は、事前の準備作業について作業内容の詳細及びスケジュールを定め、「業務準

備計画書」（全体スケジュール、作業項目別スケジュール等を含む。）及び業務体制図を

発注者に事前に提出すること。 

 (3)　業務実施計画書の作成 

　　　受注者は、本業務の内容を把握し、作業工程、要員配置、書類管理、業務で使用する各

種様式等業務の運営に必要な業務設計を行い、「業務実施計画書」としてまとめること。 

 (4)　業務マニュアルの作成 

　　　受注者及び発注者職員等の業務経験者が何らかの事由で新規の者に入れ替わった場合で

も業務に支障を生じないよう、また、従事者が自立的・安定的に業務ができるよう、各業

務の作業手順等について記載された業務マニュアルを作成すること。業務マニュアルの作

成に際しては、その内容について業務開始日までに発注者へ提示し、承認を得ること。業

務マニュアルは、作成後も必要に応じて随時内容の見直しを行い、改訂版（データ及び紙）

を発注者へ提出すること。 

 (5)　事前従事者研修 

　　　本業務を遂行する上で必要な能力を習得させるため、受注者において従事者の研修を行

うものする。研修を行うに当たっては、事前に「研修実施計画書」を発注者に提出すると

ともに、研修後速やかに実施結果について「研修実施報告書」を提出するものとする。 

 (6)　業務の引継ぎ 

　　　受注者は、契約締結日以降、業務開始日の前日までに、発注者からの業務の引継ぎを完

了するものとし、現行の窓口業務の受注者から引継ぎを受ける場合は、契約締結日以降、

業務開始日の前日までにその引継ぎを受けること。なお、この間の業務委託料の支払は、

発生しないものとする。 

 

１４　その他 

 (1)　情報セキュリティの徹底 

　　ア　入退室の管理等 

　　　　受注者は、従事者の名簿を発注者に提出するとともに、従事者が執務室に入室する際

には、身分証明書を携帯し、業務中は来庁者が認識できるような名札を常に着用させる

こと。 

　　イ　受注者による従事者の管理 

　　 (ｱ)　発注者の制度や本業務の基本的な考え方等を熟知した上で、本業務の進め方、入退

室管理の適切な取扱い等の情報セキュリティ対策、個人情報を取り扱う上での留意点

と保護対策等を業務マニュアルへ盛り込むとともに、従事者に対して採用時及び定期

的に行動規範の教育を十分に実施すること。 

　　 (ｲ)　従事者に対して守秘義務違反に関する責任及び処罰の内容を周知徹底すること。 

　　 (ｳ)　情報セキュリティに関する内部監査を定期的及び不定期に実施すること。 
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　　 (ｴ)　従事者全員分の守秘義務遵守についての「誓約書の写し」を業務開始日までに発注

者に提出すること。新たな従事者を配置する場合も、同様とする。 

　　 (ｵ)　電子データや帳票類をはじめ、窓口対応等により知り得た利用者等の個人情報につ

いては、情報の漏えい、滅失、毀損、流出等の防止その他個人情報の保護に必要な体

制の整備及び措置を十分に講じること。 

　　 (ｶ)　本業務に携わった者は、個人情報はもちろんのこと、業務の遂行を通じて知り得た

情報を漏らしてはならず、その職を退いた後も、同様とする。また、発注者が提供す

る一切のデータ、資料等については、適切かつ厳格に管理することとし、本業務以外

の目的で利用・複写及び複製をしてはならない。 

　　 (ｷ)　執務場所には、デジタルカメラや携帯電話その他情報漏えいにつながる可能性があ

ると判断されるものを持ち込んではならない。ただし、報告業務や緊急時の連絡のた

めに携帯電話、スマートフォン、パソコンその他の情報端末及びＵＳＢメモリその他

の記録媒体（以下「情報端末等」という。）を執務場所に持ち込む場合には、機器名、

仕様、用途等を書面で報告の上、事前に発注者の許可を得ること。 

　　 (ｸ)　情報端末等は、発注者のネットワークに接続してはならない。 

　　 (ｹ)　情報端末等の保管場所、使用場所等については、発注者と協議の上決定すること。 

 (2)　提出書類 

　　　本業務における提出書類は次のとおりとし、一切の権利は発注者に帰属するものとする。

また、発注者から納入成果物の内容に不備の指摘があった場合は、受注者は、直ちに修正

等の対応をすること。 

 

【各種報告業務の周期と提出書類及び期限】 

 周期 提出書類 期限

 業務運営開始前 ・業務準備計画書 

・業務継続計画書 

・業務体制図  

・研修実施計画書

契約締結後２０日

以内

 ・業務従事者名簿 

・研修実施報告書 

・従事者研修資料一式 

・業務実施計画書　 

・業務マニュアル 

・ＰＯＳシステム操作マニュアル 

・誓約書の写し

業務運営開始１０

日前

 日次 ・業務日報（１日の処理件数・処理内容・収

納金額等、業務実績、業務実施に係る課題 

並びに特に報告すべき事項、翌日の予定等）

業務実施日の翌日

（翌日が閉庁日の

場合は翌開庁日）
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備考 

　１　この表に掲げるもののほか、定期的に「研修実施計画書」及び「研修実施報告書」

を提出すること。 

　２　トラブル発生時の内容報告、緊急の課題、運営に関わる協議事項（承諾事項を含

む。）等については、随時行うものとし、必要に応じて、書面にて提出すること。 

 

 (3)　その他 

　　ア　疑義についての取扱い 

　　　　本仕様書に定めのない事項又は明記されていない細部の事項及び業務遂行中に疑義が

生じた事項は、発注者と受注者双方協議の上、決定するものとする。 

　　イ　次期受注者に対する引継ぎ 

　　 (ｱ)　受注者は、次期受注者が他の事業者に変更となった場合は、業務が円滑に履行され

るよう、次期受注者に対して書面により業務の引継ぎを行うとともに、必要な教育を

行うこと。 

　　 (ｲ)　引継ぎは、書面により行うものとし、業務マニュアルその他業務に必要なものは、

加工が可能なデータも併せて引き継ぐこと。 

　　 (ｳ)　業務引継ぎに要する費用は、受注者が負担すること。 

　　 (ｴ)　発注者からの資料等の請求には、受注者の不利益になると発注者が認めた場合を除

き、全て応じるものとする。なお、次期受注者の責めによる場合を除き、発注者が引

継未完了と認めた場合は、委託期間終了後であっても、無償で引継ぎを行うものとす

る。 

　　ウ　再委託 

　　 (ｱ)　受注者は、受託した業務を一括して再委託してはならない。ただし、全体としての

 月次 ・業務月報（処理件数・処理内容・収納金額

等業務実績、業務実施に係る課題とその改 

善策、前月の課題事項に対する対応状況等） 

・自己点検シート等

翌月１０日まで

 年次 ・年間報告書（業務実績、運営上の課題、要

員の育成状況、改善策の立案、次年度の業

務執行計画書（業務実施体制、研修等）） 

・窓口サービスモニタリング調査結果報告書 

・自己点検シート等 

各年度終了後４月

３０日まで（契約

最終年度は、契約

終了日）

 契約終了時の 

業務引継ぎ

・業務マニュアルや手法、運営上の留意点 契約終了の２か月

前まで

 ・処理が完結していないもの又は一部完結して

いないもの若しくは将来に処理が必要となる

もの及び進捗状況等が詳細に分かるもの

契約終了まで

 契約終了時 ・業務実績、履行水準の達成状況等 契約終了まで
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委託業務の遂行に支障が生じない範囲で、発注者に事前の書面による承諾を得た上で、

本業務の一部を再委託することができる。 

　　 (ｲ)　受注者は、受託した業務の再委託をする場合は、受注者が発注者に対して負うもの

と同様の義務を再委託先に負わせるものとし、再委託先の行為について一切の責任を

負うものとする。  
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別記１ 

個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項 

 

（基本的事項） 

第１　受注者は、この契約による業務（以下「業務」という。）を行うに当たっては、個人

情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に基づき、個人の権利利益を侵害す

ることのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２　受注者は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

（取得の制限） 

第３　受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成する

ために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 

（目的外利用・提供の禁止） 

第４　受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報

を利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（安全管理措置） 

第５　受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個

人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

（特定個人情報の適正管理に係る届出） 

第６　受注者は、業務が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（平成２５年法律第２７号）第１０条第１項に規定する個人番号利用事務等（以下

「個人番号利用事務等」という。）である場合には、第５の規定により講じた措置のうち

特定個人情報の安全管理に係る内部の組織体制（以下「組織体制」という。）の整備及び

当該特定個人情報の取扱いに従事する者（以下「特定個人情報取扱従事者」という。）の

指定の状況について、あらかじめ別記様式により発注者に届け出なければならない。届け

出た内容を変更しようとする場合も、同様とする。 

（従事者への周知及び監督） 

第７　受注者は、業務に従事している者（以下「従事者」という。）に対し、在職中及び退

職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当

な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個

人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければな

らない。 
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（個人情報の持ち出しの禁止） 

第８　受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等を

この契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。 

（複写・複製の禁止） 

第９　受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡され

た個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

（再委託等に当たっての留意事項） 

第１０　受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託（２

以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社（会社法（平成１７年法律第８６

号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）に委託をする場合を含む。以下「再

委託等」という。）する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の

安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情

報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。 

　（再委託等に係る連帯責任） 

第１１　受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責

任を負うものとする。 

　（再委託等の相手方の特定個人情報の適正管理に係る届出） 

第１２　受注者は、再委託等をする業務が個人番号利用事務等である場合には、再委託等の

相手方の組織体制及び特定個人情報取扱従事者の選任の状況について、あらかじめ別記様

式により発注者に届け出なければならない。届け出た内容を変更しようとする場合も同様

とする。 

　（再委託等の相手方に対する管理及び監督） 

第１３　受注者は、再委託等をする場合には、再委託等をする業務における個人情報の適正

な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、

発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。 

（個人情報の返還又は廃棄） 

第１４　受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報

が記録された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還又

は廃棄しなければならない。 

（取扱状況の報告及び調査） 

第１５　発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業

務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができ

る。 
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（漏えい等の発生時における報告） 

第１６　受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確

保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること（再委託等の相手方により発生し、

又は発生したおそれがある場合を含む。）を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注

者の指示に従わなければならない。 

（契約解除） 

第１７　発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した

場合には、この契約を解除することができる。 

（損害賠償） 

第１８　業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害（第三者に及ぼした損害

を含む。）のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。 
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別記様式 
 
特定個人情報の取扱いに係る組織体制・従業者に関する届（新規／変更） 

　　年　　月　　日 

　　　　　　　　　　　　　様 

 住　　所 
  受 注 業 者 名 
  代表者名　　　　　　　　　　　　　 
   
　次の業務に係る特定個人情報の取扱いに係る組織体制及び従業者について、次のとおり届け
出ます。 

注１　組織体制の参考資料として、必要に応じて体制図等を添付してください。 
２　再委託をする場合は、再委託先の特定個人情報取扱従業者も併せて記載してください。 
３　届け出た特定個人情報取扱従業者の変更（追加を含む。以下同じ。）をしようとする
場合の届出にあっては、変更する者以外も含め、全ての者の所属及び氏名を記載してく
ださい。 

４　備考欄には、特定個人情報取扱従業者の役割、取り扱う特定個人情報の範囲等を記載
してください。 

 

　注　変更する場合は、変更の内容及び理由を記載してください。 
 
備考　 
　１　不用の文字は、消すこと。 
２　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 

 業 務 名

 組 織 体 制

 特定個人情報 
取 扱 従 業 者

所　属 氏　名 備　考

 
 
 

 
 
 

 
変 更 の 内 容 
及 び 理 由
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別記２ 

 

情報セキュリティに関する特記事項 

 

（総則） 

第１　この特記事項は、この特約が添付される契約（以下「本契約」という。）と一体をなす

ものとし、受注者はこの契約による業務（以下「業務」という。）を行うに当たっては、

この「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。 

（基本的事項） 

第２　受注者は、業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号）及び受注者向け情報セキュリティ遵守事項に基づき、情報を適正に取り扱わなけれ

ばならない。 

（機密の保持等） 

第３　機密の保持等については、次のとおりとする。 

１　受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、直接又は間接に知り得た一切の情報に

ついて、発注者の許可なく業務遂行の目的以外の目的に使用し、又は第三者に提供しては

ならない。本契約の終了後においても同様とする。 

２　受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録媒体等につ

いて、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、

パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合

には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。 

３　受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、発注者又は発注者の関係者から提供さ

れた資料や情報資産（データ、情報機器、各種ソフトウェア、記録媒体等。以下同じ。）

について、庁外若しくは社外へ持ち出し、若しくは第三者に提供し（電子メールの送信を

含む。）、又は業務遂行の目的以外の目的で、資料、データ等の複写若しくは複製を行っ

てはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合はこの限りでない。なお、そ

の場合にあっても、受注者は、情報漏えい防止のための万全の措置を講じなければならな

い。 

４　受注者は、本契約に際して、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先等を別記

様式により届け出るとともに、クラウド等のオンラインストレージを使用している場合に

は、利用契約先の情報を発注者に申し出なければならない。また、内容に変更が生じた場

合には、受注者は発注者に対して速やかに報告をするものとする。 

（従事者への教育） 

第４　受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、本契約に係る業務に従事する者に対し

て、情報セキュリティに対する意識の向上を図るための教育を実施しなければならない。 

（再委託等に当たっての留意事項） 

第５　受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託（２以

上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）
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第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）に委託をする場合を含む。以下「再委託

等」という。）する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び受注者向け情報セキュ

リティ遵守事項を遵守させなければならない。 

（再委託等に係る連帯責任） 

第６　受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任

を負うものとする。 

（資料等の返還等） 

第７　受注者が本契約による業務を遂行するために、発注者から提供を受けた資料や情報資産

は、業務完了後直ちに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは

当該方法によるものとする。 

（再委託等の相手方からの回収） 

第８　受注者が、発注者から提供を受けた資料や情報資産について、発注者の承認を得て再委

託等の相手方に提供した場合は、受注者は、発注者の指示により回収するものとする。 

（報告等） 

第９　報告等については、次のとおりとする。 

１　発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特

記事項の遵守状況その他セキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求め

ることができる。 

２　受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると

認められる場合（再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含

む。）は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。 

３　受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情

報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれが

あると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければなら

ない。 

（立ち入り検査） 

第１０　発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託先等の相手方に

対して立ち入り検査（発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類

似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセ

キュリティの第三者認証（ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１等）の取得等の確認）を行うことがで

きる。 

（情報セキュリティインシデント発生時の公表） 

第１１　発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場

合（再委託等の相手方により発生した場合を含む。）は、必要に応じて、当該情報セキュリ

ティインシデントを公表することができるものとする。 

（情報セキュリティの確保） 

第１２　発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほ

か、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示するこ
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とができ、受注者はこれに従わなければならない。 

（契約解除） 

第１３　発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した

場合には、この契約を解除することができる。 

　（損害賠償） 

第１４　個人情報の取扱いにより発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）のために生

じた経費は、受注者が負担するものとする。 
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受注者向け情報セキュリティ遵守事項 

 

（総則） 

第１　この情報セキュリティ遵守事項は、受注者が業務を行う際に情報セキュリティを遵守

するための細則及び具体的な手順を定めたものである。 

（セキュリティ事案発生時の連絡） 

第２ 発注者が発注した委託業務に関し、情報セキュリティインシデントが発生した場合は

次の対応を行わなければならない。 

１　発注者の窓口に連絡すること。 

２　最初に事案を認識した時点から、６０分以内に発注者に連絡すること。 

（ノートＰＣの持ち出しについて） 

第３　ノートＰＣの持ち出しについては、次の事項を遵守すること。 

　１　持ち出すノートＰＣには、二要素認証方式を導入していること。 

　２　ノートＰＣの持ち出し前及び持ち帰り時は、責任者の承認を得ること。 

　３　ノートＰＣに入れる秘密情報は、データ暗号化による保護を実施すること。 

　４　秘密保持を保持したノートＰＣを保持したまま、酒席の参加は厳禁とする。 

　５　ノートＰＣには、必要な情報のみ保存すること。 

　６　ノートＰＣ内の情報は決められたサーバ等に保存し、持ち帰り時は残さず削除するこ

と。 

（書類含む情報の持ち出しについて） 

第４　書類を含む情報の持ち出しについては、次の事項を遵守すること。 

１　秘密情報を持ち出す際は、事前に責任者の許可を得ること。 

２　持ち出し目的の業務に不要な情報は持ち出さないこと。 

３　持ち出した情報を、置き忘れたり、紛失しないこと。 

４　秘密情報を所持したまま、酒席の参加は厳禁とする。 

（業務用携帯電話・スマートフォンの利用について） 

第５　業務用携帯電話・スマートフォンの利用については、次の事項を遵守すること。 

１　セキュリティロック（端末ロック等）を常時設定すること。 

２　紛失時に端末を遠隔でロックできる機能（遠隔ロック等）を設定すること。 

３　ネックストラップやフォルダー等を適切に利用し、紛失防止対策を実施すること。 

４　発着信履歴及び送受信メール等は、都度削除すること。 

５　電話帳に個人を特定できるフルネームで登録しないこと。 

６　カメラ画像については、事前に撮影や取扱いの確認の上、サーバ等への保存後は速や
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かに削除すること。 

　（電子メールの送信について） 

第６　電子メールの送信については、次の事項を遵守すること。 

１　宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。 

２　添付ファイルがある場合、暗号化又はパスワード付き圧縮形式にして保護すること。

そのパスワードは同じメールに記載せず、別途連絡すること。 

３　匿名で登録・利用できるメールサービスやファイル交換サービスなど、相手先を確実

に特定できないツールを利用した情報の送受信を行わないこと。 

（オンラインサービスへの登録禁止） 

第７　インターネット上で提供されている地図情報、ワープロ、表計算、スケジュール管理、

オンラインブックマーク、データ共有等のサービスへの秘密情報の登録、保持を行わな

いこと。 

【禁止例】 

・　顧客住所をＧｏｏｇｌｅマップ（地図サービス）へ登録 

・　設定ファイルや構成図等のＥｖｅｒｎｏｔｅ／ＧｏｏｇｌｅＤｏｃｓ／Ｓｋｙｄｒｉｖ

ｅへの保存 

・　現場写真をＦｌｉｃｋｒ（写真データ共有）に保存 

・　イントラネット内のＵＲＬ等をはてなブックマーク（オンラインブックマーク）に登録 
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別記様式 

電子データの保存等に関する届出書 

 

　　　　年　　　　月　　　　日 

 

　　　　　　　　様 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（住所） 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（氏名又は法人名等） 

 

　　年　月　日付け「　　　　業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り

扱う電子データの保存先を次のとおり届け出ます。 

　※　今回の届出事項に変更があった場合には、再度届出を行ってください。 

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 

 １　電子データの保存に使用する

媒体等の名称 

例　USBメモリ、社内PC内ストレー

ジ、外付けハードディスク

 

 

 ２　電子データを記憶する記録媒

体等の物理的な所在地等 

例　米国、システム管理に関するログ

情報を保管

□　日本国内のみ 

□　日本国外（全部又は一部） 

　（国名） 

 

　（日本国外に保存する電子データの概要） 

 

 ３　クラウドサービス等のオンラ

インストレージの利用の有無 

※　利用契約先が複数ある場合には、

すべて記載してください。

□　有 

　（利用契約先の情報） 

ア　サービス名称 

 

イ　利用契約先の名称 

 

ウ　電子データの物理的保存先に係る情報等 

 

□　無 

 ４　再委託等の有無 

※　本契約に係る業務に関して電子デ

ータの全部又は一部の取扱いを第三

者に委託する予定がある場合は

「有」としてください（２以上の段

階にわたる委託をする場合及び子会

社に委託をする場合を含みます。子

会社は、会社法（平成17年法律第86

号）第２条第１項第３号に規定する

子会社をいいます。）。

□　有 

　（再委託先等の名称） 

 

　（再委託先等に委託する具体的な業務内容） 

 

□　無 
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【注記事項】 

１　電子データの保存状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、電子データの保

存方法について変更を求める場合があります。 

２　再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。 

３　再委託先等がある場合には，当該再委託先等もこの届出書を提出する必要があります。 

 
注　「発注者」は実施機関を指す。 
 

 


